
   

 郡山市歴史情報博物館条例の施行期日を定める規則をここに公布する。 

  令和６年12月25日 

郡山市長 品 川 萬 里  

郡山市規則第54号 

   郡山市歴史情報博物館条例の施行期日を定める規則 

 郡山市歴史情報博物館条例（令和６年郡山市条例第21号）の施行期日は、令和７年３月15日とする。ただし、同条例附則第６項の規定の施行期日は、同年

４月１日とする。 


